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【地域の範囲】 
  三重県桑名郡木曽岬町から三重県南牟婁郡紀宝町まで 
【漁業の種類】  
  漁船漁業（表１漁船漁業経営体数（漁業圏域別・市町別）のとおり）  
※ 本県の漁船漁業では、複数の漁業種類の兼業が一般的であることから、漁業センサスにおける「営

んだ漁業種類別経営体数」により経営体数を整理した。このため、漁業種類別の経営体数の合計と計（実

数）は一致しない。 
 

表１ 漁業種類別漁船漁業経営体数（漁業圏域別・市町別） 

     漁業圏域・ 

                  市町 

漁業種類 

三重県 

伊勢湾北部 

木曽岬町 桑名市 川越町 四日市市 鈴鹿市 

計（実数） 3,178 12 107 2 24 72 

沖合底びき網 1 -  - -  -  - 

小型底びき網 260 - 73 - 11 38 

船びき網 104 - 18 - 9 33 

大中型まき網（遠洋） 1 -  - -  -  - 

大中型まき網 1 -  - -  -  - 

中・小型まき網 7 -  - -  -  - 

その他の刺網 909 - 3 - 2 10 

さんま棒受網 2 -  - -  -  - 

大型定置網 26 -  - -  -  - 

小型定置網 110 - 1 -  - 2 

その他の網漁業 83 -  - -  - 5 

遠洋まぐろはえ縄 3 -  - -  -  - 

近海まぐろはえ縄 9 -  - -  -  - 

沿岸まぐろはえ縄 1 -  - -  -  - 

その他のはえ縄 146 -  - -  - 4 

遠洋かつお一本釣 6 -  - -  -  - 

近海かつお一本釣 7 -  - -  -  - 

沿岸かつお一本釣 102 -  - -  -  - 

沿岸いか釣 68 -  - -  - 2 

ひき縄釣 177 -  - -  -  - 

その他の釣 752 -  - -  - 1 

潜水器漁業 12 -  - -  -  - 

採貝・採藻 1,028 - 4 - 1 39 

その他の漁業 759 - 2 - 5 8 

 



 
     漁業圏域・ 

                  市町 

漁業種類 

伊勢湾南部 鳥羽 志摩 

津市 松阪市 明和町 伊勢市 鳥羽市 志摩市 

計（実数） 72 115 40 77 719 929 

沖合底びき網  -  -  -  -  -  - 

小型底びき網 57 7 11 11 45  - 

船びき網 14  -  -  - 27  - 

大中型まき網（遠洋）  -  -  - 1  -  - 

大中型まき網  -  -  -  -  -  - 

中・小型まき網  -  -  -  - 1 1 

その他の刺網  - 10 1 32 233 190 

さんま棒受網  -  -  -  -  -  - 

大型定置網  -  -  -  -  - 3 

小型定置網 1  -  -  - 17 15 

その他の網漁業 1 3 1 1 10 10 

遠洋まぐろはえ縄  -  -  - 2  -  - 

近海まぐろはえ縄  -  -  -  -  -  - 

沿岸まぐろはえ縄  -  -  -  -  -  - 

その他のはえ縄  -  -  -  - 33 74 

遠洋かつお一本釣  -  -  -  -  - 2 

近海かつお一本釣  -  -  -  -  - 5 

沿岸かつお一本釣  - 1  -  - 3 39 

沿岸いか釣  -  -  -  - 1 22 

ひき縄釣 2 2  - 1 49 67 

その他の釣  - 2 1 2 286 164 

潜水器漁業  -  -  -  - 10  - 

採貝・採藻 24 88 1 47 372 318 

その他の漁業 5 4 25 7 320 137 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

     漁業圏域・ 

                  市町 

漁業種類 

熊野灘北部 熊野灘南部 

南伊勢町 大紀町 紀北町 尾鷲市 熊野市 御浜町 紀宝町 

計（実数） 429 51 215 200 68 14 32 

沖合底びき網  -  - 1  -  -  -  - 

小型底びき網  -  -  -  -  -  -  - 

船びき網  -  -  -  -  -  - 1 

大中型まき網（遠洋）  -  -  -  -  -  -  - 

大中型まき網 1  -  -  -  -  -  - 

中・小型まき網 3 1 1  -  -  -  - 

その他の刺網 160 24 83 102 44 10 5 

さんま棒受網  -  -  - 1 1  -  - 

大型定置網 4 1 6 7 4 1  - 

小型定置網 25 3 18 25 3  -  - 

その他の網漁業 16 3 15 4 6 3 5 

遠洋まぐろはえ縄  -  -  - 1  -  -  - 

近海まぐろはえ縄 2  - 6 1  -  -  - 

沿岸まぐろはえ縄  -  - 1  -  -  -  - 

その他のはえ縄 6  - 17 1 6 3 2 

遠洋かつお一本釣  -  - 3 1  -  -  - 

近海かつお一本釣  -  - 1 1  -  -  - 

沿岸かつお一本釣 15  - 29 9 4 1 1 

沿岸いか釣 14 1 7 7 10 1 3 

ひき縄釣 10  -  - 13 14 1 18 

その他の釣 76 15 96 65 20 4 20 

潜水器漁業 2  -  -  -  -  -  - 

採貝・採藻 63 11 4 38 5 1 4 

その他の漁業 124 9 66 20 17 3 4 

資料：2018 漁業センサス 
 

 



２ 地域の現状

（１）地域の水産業を取り巻く現状等

＜漁業の現状＞

 三重県の漁業は、内湾性の伊勢湾海域（伊勢湾北部漁業圏域及び伊勢湾南部漁業圏域）、内湾水と外洋水が

交わる伊勢湾口海域（鳥羽漁業圏域及び志摩漁業圏域の一部）、黒潮の影響を受ける熊野灘海域（志摩漁業圏

域の一部、熊野灘北部漁業圏域及び熊野灘南部漁業圏域）の３海域に大別され、それぞれの海域特性に応じ

た様々な漁船漁業が営まれている。

海域 主な漁船漁業の種類

伊勢湾海域 船びき網漁業、底びき網漁業、かごはえ縄漁業、流し網漁業、採貝漁業ほか

伊勢湾口海域 中型まき網漁業、船びき網漁業、釣漁業、刺し網漁業、定置網漁業、海女漁業ほか

熊野灘海域 まき網漁業、棒受網漁業、定置網漁業、はえ縄漁業、釣漁業ほか

漁業・養殖業生産統計によると、当県における近年の属人漁業生産量（養殖業を除く。）は、近年、15 万
トンから 17 万トンまでで比較的安定していたが、平成 30 年（2018 年）には 13 万トン台まで減少している。

黒潮大蛇行など環境変化による影響とも言われているが、従来からの魚価の低迷による漁獲金額の減少や燃

油等の漁業資材価格の高騰などの影響もあり、安定した漁業経営に支障を及ぼしている。

 また、当地域では、周年、定置網によるクロマグロの混獲がみられている。ＷＣＰＦＣ（中西部太平洋ま

ぐろ類委員会）で合意された保存管理措置に基づいて設定されている我が国のクロマグロ漁獲上限を遵守す

るためには、当地域の定置網漁業及び漁船漁業の漁獲量を制限せざるを得ず、休漁という事態となれば、本

広域プランに掲げる流通拠点となる漁港への水産物の集約化、市場機能の集約化という機能再編に支障をき

たすこととなり、クロマグロの混獲回避が必要となっている。

＜漁村等の現状＞

本県の海岸線延長は、1,084 キロメートル（全国第７位）と長く、変化に富んだ地勢のため、その浦々に

漁村が形成され、もっぱら漁業基盤として漁港（72 漁港）・地方港湾（６港）が利用されている。 
これら多くの漁港・港湾には水産関係施設（例：産地市場、製氷施設、燃油供給施設、冷凍冷蔵施設など）

が整備されているが、近年の漁業者の減少や水揚量の減少に伴って利用者が減少している施設や、老朽化等

により更新・改修等が必要な施設もみられる。このため、将来にわたり、効率的に活用できるよう、漁業圏

域ごとに現存施設の状況を把握するとともに、新たな施設整備も含めた水産関係施設の配置等について検討

する必要があることから、第１期には実態調査を行なった。

 また、多くの産地市場では、開設規模が小さいことから衛生管理に向けた対応が十分ではないほか、産地

仲買業者の減少や高齢化による買受能力の低下などがみられる。このため、流通拠点となる産地市場の集約

化や衛生管理の強化を図るとともに、他地区からの新たな産地仲買業者の参入促進や県漁連等の買受能力の

強化により、魚価の安定を図る必要がある。

＜漁業の担い手等の現状＞

漁業就業者数 

漁業センサス年 2008 年 2013 年 5 年減少率 2018 年 5 年減少率 
三重 9,947 人 7,791 人 21.7％ 6,108 人 21.6％ 
全国 221,908 人 180,985 人 18.4％ 151,701 人 16.2％ 



65 歳以上の漁業就業者

漁業センサス年 2008 年 
65 歳以上の

割合
2013 年 

65 歳以上の

割合
2018 年 

65 歳以上

の割合

三重 4,681 人 47.0％ 3,869 人 49.7％ 2,913 人 47.7％ 
全国 75,810 人 34.2％ 63,633 人 35.2％ 58,117 人 38.3％ 

2013 漁業センサスによると、平成 25 年の漁業就業者数（養殖業を含む。）は 7,791 人と、５年前に比べ

て 2,156 人（21.7％）も減少している。また、65 歳以上の漁業者の割合も 49.7％と、５年前に比べて 2.7％
上昇し、全国平均の 35.2%を大きく上回った。  
さらに 2018 漁業センサスより、平成 30 年の漁業就業者数（養殖業を含む。）は 6,108 人と、５年前の 2013

年に比べて 1,683 人（21.6％）減少し、また 65 歳以上の漁業者の割合は 47.7％と５年前より減少したものの、

依然高い割合で推移している。

 沿岸域を漁場として小人数で操業する漁船漁業では、漁業者の高齢化が依然として著しく、 使用漁船の老

朽化などによる漁獲能力の低下や魚価の低迷などにより、漁家経営が厳しいことから漁船の更新等も行えず

漁業後継者の育成は困難を増している。

 また、沿岸・沖合を漁場とする雇用型漁業であるまぐろはえ縄漁業やかつお一本釣漁業等においても、漁

場形成の遠方化や資材価格の高騰などのコスト増加により、漁業経営が悪化していることから、乗組員確保

や漁船の更新等は困難を増している。

このように不足する漁業の担い手を確保するため、本県では、平成 26 年６月に水産関係団体等により設

立された「三重県漁業担い手対策協議会」が、関係機関との連携強化・情報共有・就業相談窓口の一元化、

新たに必要となる担い手支援策、新規就業者の受入体制づくり等の課題に取り組んでいる。

（２）その他の関連する現状等

県内 18 地域では、漁業所得の向上を通じた漁村地域の活性化をめざすため、「浜の活力再生プラン」が策

定され、地域特性等に応じた取組が展開されている。また、県内で行なわれている海面養殖業（黒のり、青

さのり、魚類、カキ、真珠）においては、その業種ごとに「浜の活力再生広域プラン」が策定され、広域連

携による所得向上をめざし取り組んでいる。 

 県が認定した「三重県魚食リーダー」による魚料理実習や、一部漁協の移動販売車による地元水産物の都

市部への販売などの魚食普及・販路拡大の取組が行なわれている。本県では直近 10 年の間に平成 25 年（2013
年）の式年遷宮、平成 28 年（2016 年）の伊勢志摩サミット、平成 29 年（2017 年）の全国菓子博覧会の開

催と、立て続けに全国・世界規模の祭典・行事が行われ、それ以後においても外国人旅行客によるインバウ

ンド効果が継続されていたが、令和２年に起きた新型コロナウイルス感染症の世界規模での蔓延により、来

日外国人減少によるインバウンド効果の減少、国内においても外出自粛などの影響により、特に外食産業で

消費されていた水産物の魚価が低迷し、漁業経営・漁協経営を圧迫している。これらを打開するためにも何

らかの取組が必要である。

 第１期広域浜プラン策定時から５年の間には、情報通信技術の発展により全産業で IT、ICT、AI の開発・

導入が始まっている。国内人口の減少から労働人口不足となり、本県漁船漁業業界においても従事者・後継

者不足が進んでいる。これらに対応するためにも、省力化、効率化の技術は欠かせないことから、関係機関



との連携し、技術開発への協力や、新技術の検討・導入を図っていく。 

３ 競争力強化の取組方針

（１） 機能再編・地域活性化に関する基本方針

① 前期の浜の活力再生広域プランの評価（成果及び課題等）



②今期の浜の活力再生広域プランの基本方針

前期に引き続き、「浜の活力再生プラン」（以下「浜プラン」という。）が主として地域特性に応じた地域の

取組を実践するものであるのに対し、「浜の活力再生広域プラン」（以下「広域プラン」という。）は、県内広

域で取り組むべきものとして位置づけ、次の３本柱を機能再編・地域活性化に関する基本方針とし、水産物

を安定的に供給する活力ある本県水産業・漁村の実現をめざすこととする。

①水産資源の維持・回復と持続的利用の推進

県内 18 地域で策定された「浜プラン」では漁業所得の向上を図るため、各地域での資源管理や栽培 漁業

など資源増大のための取組が掲げられている。この「広域プラン」では、水産資源の維持・回復 と持続的利

用を推進するため、次に示す地域を跨ぐ広域的な取組を対象として行い、「浜プラン」との連携を強化するこ

とで持続的生産が可能な水産業の確立をめざすこととする。

＜資源管理＞

 隣県漁業者との連携が必要となる伊勢湾の機船船びき網漁業対象種（イカナゴ）及び小型機船底びき網漁

業対象種（アナゴ類・シャコ等）の資源管理に取り組む。また、複数の漁業種類での調整を必要とし、県内

全域で漁獲量枠を設定しているＴＡＣ対象種（マイワシ等）の資源管理に取り組む。

また、定置網漁業及び漁船漁業におけるクロマグロの入網が見られた際、混獲を回避するための取組を行う

ことにより、クロマグロの適切な資源管理を実施する。

＜栽培漁業＞

本県栽培漁業の推進にあたっては、海域（伊勢湾、伊勢湾口及び熊野灘）ごとに関係市町と漁協を構成員と

する協議会において、天然資源の状況を踏まえた最適な種苗放流の検討を行い、漁獲量の底上げを図る。

＜その他＞

 近年不漁が続くアサリについては、伊勢湾の関係漁業者等が広域的に参加・設立した「三重県アサリ協議

会」において、稚貝の移殖放流などにより、資源を有効活用できる仕組みを活用していく。また、県等によ

るアサリ母貝場等の整備が進められており、安定してアサリ幼生を供給できる環境づくりに取り組む。

各地域の漁業者や地域住民等で構成される「水産多面的機能発揮対策活動組織」において、三重県水産振

興事業団、県漁連等を通じて活動組織間の連携強化を推進し、県内全域でより効果的・効率的な藻場・干潟



等の保全等ができるよう取り組む。

表２ 各地域浜プランにおける資源管理・栽培漁業の取組

漁業

圏域

地域水産業

再生委員会

浜プランの主な取組内容

資源管理 栽培漁業

伊勢湾

北部

赤須賀地域 ・シジミ、オキシジミ、ハマグリ ・ハマグリの種苗放流

四日市市地域 ・イカナゴ、イワシ類（船びき網漁業） ・ヨシエビ、ガザミ等の種苗放流

鈴鹿市漁協地域 ・イカナゴ、イワシ類（船びき網漁業）

・アサリ、バカガイほか（貝けた網漁業） 

伊勢湾

南部

津地域 ・イカナゴ、イワシ類（船びき網漁業）

・アサリ、ハマグリ、バカガイ（採貝漁

業）

松阪地域 ・アサリ（採貝漁業）

伊勢湾漁協地域 ・ハマグリ等（採貝漁業） ・ヨシエビ、クルマエビ、ヒラメ

等の種苗放流

鳥羽

鳥羽磯部地域 ・アナゴ、シャコほか（底びき網漁業）

・イセエビ、サワラ（刺し網漁業）

・イカナゴ（船びき網漁業）

・トラフグ（延縄漁業）

・アワビ、ヒラメ、マダイ、ナマ

コ等の種苗放流

志摩
志摩地域 ・イセエビ（刺し網漁業）

・トラフグ（延縄漁業）

・アワビ、サザエ等の種苗放流

熊野灘

北部

五ケ所湾地域 ・カサゴの種苗放流

南伊勢町南島地域 ・カサゴ、アワビの種苗放流

大紀町地域 ・イセエビ（刺し網漁業） ・カサゴ、マダイの種苗放流

熊野灘

南部

紀北町 ・ヒラメ、カサゴ、アワビ等の種

苗放流

尾鷲地域 ・アジ類ほか（定置網漁業） ・カサゴの種苗放流

熊野地域 ・アジ類ほか（定置網漁業）

・サンマ（棒受け網漁業）

紀南地域 ・イセエビ（刺し網漁業） ・サザエ、マダイの種苗放流



②水産関係施設・機能の配置の最適化

 県が策定する「圏域総合水産基盤整備事業計画」に掲げられた県内６漁業圏域について、漁業圏域ごとに

水産関係施設の利用状況や老朽化状況等を引き続き把握し、効果的・効率的に活用できる関係施設のあり方

の検討等を踏まえ、これら施設の最適化をめざす。

 また漁港管理者において、漁業者等が安心・安全な漁業活動を営むための漁港施設を整備することで、競

争力のある生産・流通体制の構築を図る。

表３ 「圏域総合水産基盤整備事業計画」における漁業圏域

漁業圏域 流通拠点 生産拠点 漁業圏域内漁港・港湾数 

伊勢湾北部 白子港(地方港湾) － ７漁港・２港湾 

伊勢湾南部 白塚漁港 (第１種) 香良洲漁港(第１種) 11 漁港・１港湾 

鳥羽 答志漁港(第２種) 舟越漁港(第１種)、神島漁港(第２種)、 

菅島漁港(第２種) 

13 漁港・１港湾 

志摩 安乗漁港(第３種) 和具漁港(第４種)、波切漁港(第３種) 12 漁港・１港湾 

熊野灘北部 奈屋浦漁港(第２種) 錦漁港(第３種) 17 漁港・３港湾 

熊野灘南部 遊木漁港(第２種) 三木浦漁港(第４種) 13 漁港・23港湾 

③広域的な水産物流通機能の強化

県内に 40 ある産地市場での取扱動向や集荷範囲の現状などを引き続き把握するとともに、県内６つの漁業

圏域について、14 の漁港等を中心に流通又は生産機能の拠点化を図ることにより、漁港機能の集約化や衛生

管理の強化に係る効率的な運用体制をめざすこととする。特に熊野灘北部漁業圏域においては、流通拠点漁

港である奈屋浦漁港への周辺漁港からの漁港機能の集約化等に取り組む。

また、伊勢志摩の高い知名度を活用した本県水産物の PR を進め、販売力の強化とともに、県内最大買受

能力を有する県漁連による産地市場での水産物の買付強化を図るためにも、圏域総合水産基盤整備事業計画

の構築に連動した県漁連の施設整備導入施策を進め、魚価の安定をめざすこととする。

表４ 「圏域総合水産基盤整備事業計画」における産地市場等

漁業圏域 産地市場名 漁港名 備考 

伊勢湾北部 四日市市漁協磯津市場 磯津漁港 

四日市市漁協富洲原市場 四日市港 

鈴鹿市漁協若松市場 若松漁港 

鈴鹿市漁協白子市場 白子港 流通拠点 

伊勢湾南部 白塚漁協河芸市場 河芸漁港 

白塚漁協白塚市場 白塚漁港 流通拠点 

猟師水産物荷さばき施設 猟師漁港 

伊勢湾漁協大淀市場 大淀漁港 

伊勢湾漁協有滝市場 豊北漁港 

伊勢湾漁協今一色市場 宇治山田港 

鳥羽 鳥羽磯部漁協答志集約地方卸売市場 答志漁港 流通拠点 



鳥羽磯部漁協小浜卸売市場 小浜漁港 

鳥羽磯部漁協桃取町卸売市場 桃取漁港 

鳥羽磯部漁協神島卸売市場 神島漁港 生産拠点 

鳥羽磯部漁協石鏡卸売市場 石鏡漁港 

鳥羽磯部漁協国崎卸売市場 国崎漁港 

鳥羽磯部漁協相差卸売市場 相差漁港 

志摩 三重外湾漁協安乗地方卸売市場 安乗漁港 流通拠点 

三重外湾漁協甲賀卸売市場 甲賀漁港

三重外湾漁協波切地方卸売市場 波切漁港 生産拠点 

三重外湾漁協和具地方卸売市場 和具漁港 生産拠点 

三重外湾漁協片田卸売市場 深谷漁港 

三重外湾漁協浜島卸売市場 浜島港 

熊野灘北部 三重外湾漁協宿田曽地方卸売市場 宿田曽漁港 

三重外湾漁協相賀浦卸売市場 相賀浦漁港 

三重外湾漁協阿曽浦卸売市場 阿曽浦漁港 

三重外湾漁協奈屋浦地方卸売市場 奈屋浦漁港 流通拠点 

三重外湾漁協贄浦地方卸売市場 贄浦漁港 

三重外湾漁協神前浦卸売市場 吉津港 

三重外湾漁協方座浦卸売市場 方座浦漁港 

三重外湾漁協古和浦卸売市場 古和浦漁港 

三重外湾漁協錦地方卸売市場 錦漁港 生産拠点 

三重外湾漁協長島地方卸売市場 長島港 

三重外湾漁協島勝地方卸売市場 島勝漁港 

三重外湾漁協引本地方卸売市場 引本港 

熊野灘南部 三重外湾漁協尾鷲地方卸売市場 尾鷲港 

三重外湾漁協九鬼地方卸売市場 九木漁港 

三重外湾漁協三木浦地方卸売市場 三木浦漁港 生産拠点 

熊野漁協遊木浦地方卸売市場 遊木漁港 流通拠点 

紀南漁協地方卸売市場 鵜殿港 



図１ 三重県水産物流通圏域図



（２） 中核的担い手の育成に関する基本方針

① 前期の浜の活力再生広域プランの評価（成果及び課題等）

② 今期の浜の活力再生広域プランの基本方針

 本県の漁船漁業は、沿岸域を漁場とする小人数で操業する小規模漁船漁業（小型機船底びき網漁業、機船

船びき網漁業、刺し網漁業、ひき縄釣・一本釣漁業、採貝・採藻漁業等）の「独立型漁業」と、複数の乗組

員などで操業する大規模漁船漁業（大中型まき網漁業、中・小型まき網漁業、遠洋・近海まぐろ延縄漁業、

遠洋・近海かつお一本釣漁業、定置網漁業等）の「雇用型漁業」に大別され、いずれも、使用漁船の老朽化

などによる漁獲能力の低下や魚価の低迷などにより、漁家経営が厳しいことから代船取得等も行えず漁業後

継者の育成は困難を増している。

 このため、本県では、第１期広域浜プランから引き続き上記漁船漁業を強化・改革を進めるべき主要な漁

業とするとともに、将来にわたり本県における生産の担い手となる漁業者を「中核的担い手」と位置づけ、

経営能力の向上等に資する研修会の開催、省力・省コスト化に資する漁業用機器の導入、収益性向上に取り

組むため漁船リース事業を活用した中古漁船等の導入等を推進して、本県水産業を支える漁業者の育成をめ

ざしている。

 なお、「中核的漁業者」は、強化・改革を進めるべき漁業に着業する漁業者のうち、次に掲げるいずれかに

該当する者とし、漁協の推薦により当再生委員会が認定するものとする。

・県、市町、漁協等による経営改善指導を受けるなど漁家経営の安定化に意欲的な者

・独立型漁業においては、独立型漁業研修生の受入に積極的な者

・雇用型漁業においては、雇用拡大に積極的な者

・次世代を担い、地域をけん引するリーダーとなりうる者（漁業士、青年部等）



 
（３）漁獲努力量の削減・維持及びその効果に関する担保措置 
・漁業法、三重県漁業調整規則等漁業関係法令などによる公的資源管理措置の遵守を徹底する。 
・三重県資源管理指針に基づき策定した資源管理計画の自主的資源管理措置を遵守する。 
・三重県栽培漁業基本計画に基づき、効果的な栽培漁業を推進する。 

 
（４）具体的な取組内容（年度ごとに数値目標とともに記載） 
 １年目（令和３年度） 
取組内容 １）機能再編・地域活性化に関わる事項 

①水産資源の維持・回復と持続的利用の推進 
・各地区の水産多面的機能発揮対策活動組織は、藻場・干潟等の保全等に努め、漁場環境の改善

や小型魚の保護・育成等を図るとともに、三重県水産振興事業団や県漁連、県等を通じて活動組

織間の連携・情報交換を強化し、活動効果を向上させる。 
・漁業者及び漁協等は、地先資源を対象とした資源管理計画の策定及びその措置の遵守に努め、

水産資源の維持及び増大を図るとともに 、広域的な連携による自主管理を実践、継続する。 
＜広域的な連携で実践、継続する資源管理の取組例＞ 
■伊勢湾海域・伊勢湾口海域における機船船びき網漁業の資源管理計画 
■伊勢湾海域・伊勢湾口海域における小型機船底びき網漁業の資源管理計画 
■伊勢湾口海域・熊野灘海域における中型まき網漁業の資源管理計画 
■伊勢湾口海域・熊野灘海域における定置網漁業の資源管理計画 

・定置網漁業者及び漁船漁業者は、クロマグロの適切な資源管理を実施するため、クロマグロの

入網が見られた際、混獲を回避するための取組を行う。 
・「三重県アサリ協議会」（事務局：県漁連）は、県等と連携し、伊勢湾で大量発生した稚貝の有

効活用のための移殖放流等の仕組みの活用に努め、アサリ資源の回復・安定を図る。 
・県漁連は、県内漁業者及び漁協等に対して研修会等を開催し、資源管理に関する周知・啓発や

密漁防止対策に努め、水産資源の維持及び増大を図る。 
・県は、三重県栽培漁業基本計画に基づき、漁協や関係市町と連携し、効率的、効果的な栽培漁

業を推進する。 
底びき網漁業対象種：クルマエビ、ガザミなど 
一本釣・刺し網・延縄漁業等対象種：マダイ、ヒラメ、トラフグ、カサゴなど 
②水産関係施設・機能の配置の最適化 
・県及び漁協は、前期の調査結果等を踏まえ、「圏域総合水産基盤整備事業計画」における漁業

圏域ごとに水産関係施設を効率的・効果的に活用できる最適化の検討を行う。 
③広域的な水産物流通機能の強化 
・県及び漁協は、前期の調査結果等を踏まえ、「圏域総合水産基盤整備事業計画」における漁業

圏域ごとに、 産地市場の再編と市場施設の機能強化に必要な検討を行う。 
・県漁連は、「圏域総合水産基盤整備事業計画」における産地市場の再編検討に合わせて、出荷

に必要な施設・設備等の検討を行う。 



２）中核的担い手の育成に関わる事項 
①中核的漁業者の育成・確保 
・本再生委員会構成員は、「漁業の担い手人材育成・確保事業」や漁協等が行う漁師塾等の取組

と連携し、新規就業者の育成・確保を図る。 
・雇用型漁業を営む中核的漁業者は、新規漁業就業者総合支援事業の長期研修等を活用して、雇

用の確保を図る。 
・独立型漁業を営む中核的漁業者は、県漁連等と連携して、新規漁業就業者総合支援事業の長期

研修等を活用して、新規就業者の受入を図る。 
②中核的漁業者等への支援 
・県漁連及び漁協は、競争力強化型機器等導入緊急対策事業の実施にあたっては、事業を要望す

る漁業者とともに、取組目標や取組内容等を策定し、漁業者の競争力の強化につながる機器の導

入を支援する。 
・本再生委員会は、基本方針に沿って中核的漁業者を認定し、三重県漁船リース事業協会と連携

して漁船リース事業の実施にかかる手続きを進め、認定された中核的漁業者は、関係機関と連携

して、水産業競争力強化漁船導入緊急支援事業による漁船リースを開始する。 
③漁業経営の健全化 
・県漁連等は、異常な事象や不慮の事故、燃油高騰等による漁業経営への影響緩和を図るため、

漁業者の漁業共済・積立ぷらすやセーフティーネット等への加入を推進する。 
・漁業者は、経営の安定化に関する研修会などに参加し、漁家経営の見直しを図る。 
・効率的な操業体制の確立支援を活用した漁業者や中核的漁業者は、船底状態の改善や統一的な

航行規制などに努め、漁業経費の節減を図る。 
・中核的漁業者は、県漁連及び漁協等による経営改善指導などを受け、漁業経営の安定化に努め

る。 
・ＩＴ、ＩＣＴなど、漁業の効率化・安定化に資する新しい技術について情報収集し、導入して

いくとともに、必要に応じて各研究機関や機器メーカーと連携し、新技術の開発に協力していく。 

活用する

支援措置

等 

広域浜プラン緊急対策事業（浜プラン実証調査）（国）（関連項目：１）の②、③） 
広域浜プラン緊急対策事業（クロマグロの混獲回避活動支援）（国）（関連項目：１）の①） 
水産業競争力強化漁船導入緊急支援事業（浜の担い手漁船リース緊急事業）（国）（関連項目：２）

の②、③） 
効率的な操業体制の確立支援事業（国）（関連項目：２）の③） 
水産業競争力強化緊急施設整備事業（国）（関連項目：１）の②、③） 
競争力強化型機器等導入緊急対策事業（国）（関連項目：２）の②、③） 
水産業競争力強化金融支援事業（国）（関連項目：２）の②、③） 
機能再編活性化支援事業（国）（関連項目：１）の②、③） 
産地水産業強化支援事業（国）（関連項目：１）の②、③） 
水産基盤整備事業（国）（関連項目：１）の②、③） 
水産物輸出倍増環境整備対策事業（国）（関連項目：１）の③） 
国産水産物流通促進事業（国）（関連項目：１）の③） 
漁業経営セーフティーネット構築事業（国）（関連項目：２）の③） 



漁業収入安定対策事業（国）（積立ぷらす）（関連項目：２）の①、③） 
新規漁業就業者総合支援事業（国）（関連項目：２）の①、③） 
水産多面的機能発揮対策と離島漁業の再生支援交付金（国）（関連項目：１）の①） 

 
 ２年目（令和４年度） 
取組内容 １）機能再編・地域活性化に関わる事項 

①水産資源の維持・回復と持続的利用の推進 
・各地区の水産多面的機能発揮対策活動組織は、藻場・干潟等の保全等に努め、漁場環境の改善

や小型魚の保護・育成等を図るとともに、三重県水産振興事業団や県漁連、県等を通じて活動組

織間の連携・情報交換を強化し、活動効果を向上させる。 
・漁業者及び漁協等は、地先資源を対象とした資源管理計画の策定及びその措置の遵守に努め、

水産資源の維持及び増大を図るとともに、広域的な連携による自主管理を実践、継続する。 
 ＜広域的な連携で実践、継続する資源管理の取組例＞ 
■伊勢湾海域・伊勢湾口海域における機船船びき網漁業の資源管理計画 
■伊勢湾海域・伊勢湾口海域における小型機船底びき網漁業の資源管理計画 
■伊勢湾口海域・熊野灘海域における中型まき網漁業の資源管理計画 
■伊勢湾口海域・熊野灘海域における定置網漁業の資源管理計画 

・定置網漁業者及び漁船漁業者は、クロマグロの適切な資源管理を実施するため、クロマグロの

入網が見られた際、混獲を回避するための取組を行う。 
・「三重県アサリ協議会」（事務局：県漁連）は、県等と連携し、伊勢湾で大量発生した稚貝の有

効活用のための移殖放流等に努め、アサリ資源の回復・ 安定を図る。 
・県漁連は、県内漁業者及び漁協等に対して研修会等を開催し、資源管理に関する周知・啓発や

密漁防止対策に努め、水産資源の維持及び増大を図る。 
・県は、三重県栽培漁業基本計画に基づき、漁協や関係市町と連携し、効率的、効果的な栽培漁

業を推進する。 
底びき網漁業対象種：クルマエビ、ガザミなど 
一本釣・刺し網・延縄漁業等対象種：マダイ、ヒラメ、トラフグ、カサゴなど 
②水産関係施設・機能の配置の最適化 
・県及び漁協は、前期の調査結果等を踏まえ、「圏域総合水産基盤整備事業計画」における漁業

圏域ごとに水産関係施設を効率的・効果的に活用できる最適化の検討を行う。 
③広域的な水産物流通機能の強化 
・前年に続き、県及び漁協は、「圏域総合水産基盤整備事業計画」における漁業圏域ごとに、 産
地市場の再編と市場施設の機能強化の検討を行う。 
・県漁連は、「圏域総合水産基盤整備事業計画」における産地市場の再編検討に合わせて、出荷

に必要な施設・設備等の検討を行う。 
２）中核的担い手の育成に関わる事項 
①中核的漁業者の育成・確保 
・本再生委員会構成員は、「漁業の担い手人材育成・確保事業」や漁協等が行う漁師塾等の取組

と連携し、新規就業者の育成・確保を図る。 



・雇用型漁業を営む中核的漁業者は、新規漁業就業者総合支援事業の長期研修等を活用して、雇

用の確保を図る。 
・独立型漁業を営む中核的漁業者は、県漁連等と連携して、新規漁業就業者総合支援事業の長期

研修等を活用して、新規就業者の受入を図る。 
②中核的漁業者等への支援 
・県漁連及び漁協は、競争力強化型機器等導入緊急対策事業の実施にあたっては、事業を要望す

る漁業者とともに、取組目標や取組内容等を策定し、漁業者の競争力の強化につながる機器の導

入を支援する。 
・本再生委員会は、基本方針に沿って中核的漁業者を認定し、三重県漁船リース事業協会と連携

して漁船リース事業の実施にかかる手続きを進め、認定された中核的漁業者は、関係機関と連携

して、水産業競争力強化漁船導入緊急支援事業による漁船リースを開始する。 
③漁業経営の健全化 
・県漁連等は、異常な事象や不慮の事故、燃油高騰等による漁業経営への影響緩和を図るため、

漁業者の漁業共済・積立ぷらすやセーフティーネット等への加入を推進する。 
・漁業者は、経営の安定化に関する研修会などに参加し、漁家経営の見直しを図る。 
・効率的な操業体制の確立支援を活用した漁業者や中核的漁業者は、船底状態の改善や統一的な

航行規制などに努め、漁業経費の節減を図る。 
・中核的漁業者は、県漁連及び漁協等による経営改善指導などを受け、漁業経営の安定化に努め

る。 
・ＩＴ、ＩＣＴなど、漁業の効率化・安定化に資する新しい技術について情報収集し、導入して

いくとともに、必要に応じて各研究機関や機器メーカーと連携し、新技術の開発に協力していく。 

活用する

支援措置

等 

広域浜プラン緊急対策事業（浜プラン実証調査）（国）（関連項目：１）の②、③） 
広域浜プラン緊急対策事業（クロマグロの混獲回避活動支援）（国）（関連項目：１）の①） 
水産業競争力強化漁船導入緊急支援事業（浜の担い手漁船リース緊急事業）（国）（関連項目：２）

の②、③） 
効率的な操業体制の確立支援事業（国）（関連項目：２）の③） 
水産業競争力強化緊急施設整備事業（国）（関連項目：１）の②、③） 
競争力強化型機器等導入緊急対策事業（国）（関連項目：２）の②、③） 
水産業競争力強化金融支援事業（国）（関連項目：２）の②、③） 
機能再編活性化支援事業（国）（関連項目：１）の②、③） 
産地水産業強化支援事業（国）（関連項目：１）の②、③） 
水産基盤整備事業（国）（関連項目：１）の②、③） 
水産物輸出倍増環境整備対策事業（国）（関連項目：１）の③） 
国産水産物流通促進事業（国）（関連項目：１）の③） 
漁業経営セーフティーネット構築事業（国）（関連項目：２）の③） 
漁業収入安定対策事業（国）（積立ぷらす）（関連項目：２）の①、③） 
新規漁業就業者総合支援事業（国）（関連項目：２）の①、③） 
水産多面的機能発揮対策と離島漁業の再生支援交付金（国）（関連項目：１）の①） 

 



３年目（令和５年度）

取組内容 １）機能再編・地域活性化に関わる事項

①水産資源の維持・回復と持続的利用の推進

・各地区の水産多面的機能発揮対策活動組織は、藻場・干潟等の保全等に努め、漁場環境の改善

や小型魚の保護・育成等を図るとともに、三重県水産振興事業団や県漁連、県等を通じて活動組

織間の連携・情報交換を強化し、活動効果を向上させる。

・漁業者及び漁協等は、地先資源を対象とした資源管理計画の策定及びその措置の遵守に努め、

水産資源の維持及び増大を図るとともに、広域的な連携による自主管理を実践、継続する。

＜広域的な連携で実践、継続する資源管理の取組例＞

■伊勢湾海域・伊勢湾口海域における機船船びき網漁業の資源管理計画

■伊勢湾海域・伊勢湾口海域における小型機船底びき網漁業の資源管理計画

■伊勢湾口海域・熊野灘海域における中型まき網漁業の資源管理計画

■伊勢湾口海域・熊野灘海域における定置網漁業の資源管理計画

・定置網漁業者及び漁船漁業者は、クロマグロの適切な資源管理を実施するため、クロマグロの

入網が見られた際、混獲を回避するための取組を行う。

・「三重県アサリ協議会」（事務局：県漁連）は、県等と連携し、伊勢湾で大量発生した稚貝の有

効活用のための移殖放流等に努め、アサリ資源の回復・ 安定を図る。

・県漁連は、県内漁業者及び漁協等に対して研修会等を開催し、資源管理に関する周知・啓発や

密漁防止対策に努め、水産資源の維持及び増大を図る。

・県は、三重県栽培漁業基本計画に基づき、漁協や関係市町と連携し、効率的、効果的な栽培漁

業を推進する。

底びき網漁業対象種：クルマエビ、ガザミなど

一本釣・刺し網・延縄漁業等対象種：マダイ、ヒラメ、トラフグ、カサゴなど

②水産関係施設・機能の配置の最適化

・前年に 続き、県及び漁協は、「圏域総合水産基盤整備事業計画」における漁業圏域ごとに、水

産関係施設を効率的・効果的に活用できる最適化の検討を行うとともに、最適化のために必要な

基本方針（水産関係施設の配置・規模・機能の最適化を図る 基本方針）を策定する。

・県は、安乗漁港において、潜り込み防止柵や車止めの整備により事故対策を行うとともに、岸

壁等の改良、照明施設等の設置により漁業作業時の安全対策を行う。

③広域的な水産物流通機能の強化

・県及び漁協は、産地市場の再編と市場施設の機能強化の検討が進んだ地区から、実施計画の策

定に入る。

・県漁連は、「圏域総合水産基盤整備事業計画」における産地市場の再編検討に合わせて、出荷

に必要な施設・設備等の検討を行う。

２）中核的担い手の育成に関わる事項

①中核的漁業者の育成・確保

・本再生委員会構成員は、「漁業の担い手人材育成・確保事業」や漁協等が行う漁師塾等の取組

と連携し、新規就業者の育成・確保を図る。

・雇用型漁業を営む中核的漁業者は、新規漁業就業者総合支援事業の長期研修等を活用して、雇



用の確保を図る。 
・独立型漁業を営む中核的漁業者は、県漁連等と連携して、新規漁業就業者総合支援事業の長期

研修等を活用して、新規就業者の受入を図る。 
②中核的漁業者等への支援 
・県漁連及び漁協は、競争力強化型機器等導入緊急対策事業の実施にあたっては、事業を要望す

る漁業者とともに、取組目標や取組内容等を策定し、漁業者の競争力の強化につながる機器の導

入を支援する。 
・本再生委員会は、基本方針に沿って中核的漁業者を認定し、三重県漁船リース事業協会と連携

して漁船リース事業の実施にかかる手続きを進め、認定された中核的漁業者は、関係機関と連携

して、水産業競争力強化漁船導入緊急支援事業による漁船リースを開始する。 
③漁業経営の健全化 
・県漁連等は、異常な事象や不慮の事故、燃油高騰等による漁業経営への影響緩和を図るため、

漁業者の漁業共済・積立ぷらすやセーフティーネット等への加入を推進する。 
・漁業者は、経営の安定化に関する研修会などに参加し、漁家経営の見直しを図る。 
・効率的な操業体制の確立支援を活用した漁業者や中核的漁業者は、船底状態の改善や統一的な

航行規制などに努め、漁業経費の節減を図る。 
・中核的漁業者は、県漁連及び漁協等による経営改善指導などを受け、漁業経営の安定化に努め

る。 
・ＩＴ、ＩＣＴなど、漁業の効率化・安定化に資する新しい技術について情報収集し、導入して

いくとともに、必要に応じて各研究機関や機器メーカーと連携し、新技術の開発に協力していく。 
活用する

支援措置

等 

広域浜プラン緊急対策事業（浜プラン実証調査）（国）（関連項目：１）の②、③） 
広域浜プラン緊急対策事業（クロマグロの混獲回避活動支援）（国）（関連項目：１）の①） 
水産業競争力強化漁船導入緊急支援事業（浜の担い手漁船リース緊急事業）（国）（関連項目：２）

の②、③） 
効率的な操業体制の確立支援事業（国）（関連項目：２）の③） 
水産業競争力強化緊急施設整備事業（国）（関連項目：１）の②、③） 
競争力強化型機器等導入緊急対策事業（国）（関連項目：２）の②、③） 
水産業競争力強化金融支援事業（国）（関連項目：２）の②、③） 
機能再編活性化支援事業（国）（関連項目：１）の②、③） 
産地水産業強化支援事業（国）（関連項目：１）の②、③） 
水産基盤整備事業（国）（関連項目：１）の②、③） 
水産物輸出倍増環境整備対策事業（国）（関連項目：１）の③） 
国産水産物流通促進事業（国）（関連項目：１）の③） 
漁業経営セーフティーネット構築事業（国）（関連項目：２）の③） 
漁業収入安定対策事業（国）（積立ぷらす）（関連項目：２）の①、③） 
新規漁業就業者総合支援事業（国）（関連項目：２）の①、③） 
水産多面的機能発揮対策と離島漁業の再生支援交付金（国）（関連項目：１）の①） 
水産業競争力強化漁港機能増進事業（国）（関連項目：１）の②） 

 



４年目（令和６年度）

取組内容 １）機能再編・地域活性化に関わる事項

①水産資源の維持・回復と持続的利用の推進

・各地区の水産多面的機能発揮対策活動組織は、藻場・干潟等の保全等に努め、漁場環境の改善

や小型魚の保護・育成等を図るとともに、三重県水産振興事業団や県漁連、県等を通じて活動組

織間の連携・情報交換を強化し、活動効果を向上させる。

・漁業者及び漁協等は、地先資源を対象とした資源管理計画の策定及びその措置の遵守に努め、

水産資源の維持及び増大を図るとともに、広域的な連携による自主管理を実践、継続する。

＜広域的な連携で実践、継続する資源管理の取組例＞

■伊勢湾海域・伊勢湾口海域における機船船びき網漁業の資源管理計画

■伊勢湾海域・伊勢湾口海域における小型機船底びき網漁業の資源管理計画

■伊勢湾口海域・熊野灘海域における中型まき網漁業の資源管理計画

■伊勢湾口海域・熊野灘海域における定置網漁業の資源管理計画

・定置網漁業者及び漁船漁業者は、クロマグロの適切な資源管理を実施するため、クロマグロの

入網が見られた際、混獲を回避するための取組を行う。

・「三重県アサリ協議会」（事務局：県漁連）は、県等と連携し、伊勢湾で大量発生した稚貝の有

効活用のための移殖放流等に努め、アサリ資源の回復・ 安定を図る。

・県漁連は、県内漁業者及び漁協等に対して研修会等を開催し、資源管理に関する周知・啓発や

密漁防止対策に努め、水産資源の維持及び増大を図る。

・県は、三重県栽培漁業基本計画に基づき、漁協や関係市町と連携し、効率的、効果的な栽培漁

業を推進する。

底びき網漁業対象種：クルマエビ、ガザミなど

一本釣・刺し網・延縄漁業等対象種：マダイ、ヒラメ、トラフグ、カサゴなど

②水産関係施設・機能の配置の最適化

・県及び漁協は、策定した基本方針に基づき、効率的・効果的に活用できる水産関係施設の具体

的な最適化等のための実施計画 （施設整備の実施計画 を検討、策定する。

・県は、安乗漁港において、潜り込み防止柵や車止めの整備により事故対策を行うとともに、岸

壁等の改良、照明施設等の設置により漁業作業時の安全対策を行う。

③広域的な水産物流通機能の強化

・県及び漁協は、産地市場の再編と市場施設の機能強化の検討が進んだ地区から、実施計画を策

定する。

・県漁連は、「圏域総合水産基盤整備事業計画」における産地市場の再編検討に合わせて、出荷

に必要な施設・設備等の導入計画を策定する。

２）中核的担い手の育成に関わる事項

①中核的漁業者の育成・確保

・本再生委員会構成員は、「漁業の担い手人材育成・確保事業」や漁協等が行う漁師塾等の取組

と連携し、新規就業者の育成・確保を図る。

・雇用型漁業を営む中核的漁業者は、新規漁業就業者総合支援事業の長期研修等を活用して、雇

用の確保を図る。



・独立型漁業を営む中核的漁業者は、県漁連等と連携して、新規漁業就業者総合支援事業の長期

研修等を活用して、新規就業者の受入を図る。 
②中核的漁業者等への支援 
・県漁連及び漁協は、競争力強化型機器等導入緊急対策事業の実施にあたっては、事業を要望す

る漁業者とともに、取組目標や取組内容等を策定し、漁業者の競争力の強化につながる機器の導

入を支援する。 
・本再生委員会は、基本方針に沿って中核的漁業者を認定し、三重県漁船リース事業協会と連携

して漁船リース事業の実施にかかる手続きを進め、認定された中核的漁業者は、関係機関と連携

して、水産業競争力強化漁船導入緊急支援事業による漁船リースを開始する。 
③漁業経営の健全化 
・県漁連等は、異常な事象や不慮の事故、燃油高騰等による漁業経営への影響緩和を図るため、

漁業者の漁業共済・積立ぷらすやセーフティーネット等への加入を推進する。 
・漁業者は、経営の安定化に関する研修会などに参加し、漁家経営の見直しを図る。 
・効率的な操業体制の確立支援を活用した漁業者や中核的漁業者は、船底状態の改善や統一的な

航行規制などに努め、漁業経費の節減を図る。 
・中核的漁業者は、県漁連及び漁協等による経営改善指導などを受け、漁業経営の安定化に努め

る。 
・ＩＴ、ＩＣＴなど、漁業の効率化・安定化に資する新しい技術について情報収集し、導入して

いくとともに、必要に応じて各研究機関や機器メーカーと連携し、新技術の開発に協力していく。 
 

活用する

支援措置

等 

広域浜プラン緊急対策事業（浜プラン実証調査）（国）（関連項目：１）の②、③） 
広域浜プラン緊急対策事業（クロマグロの混獲回避活動支援）（国）（関連項目：１）の①） 
水産業競争力強化漁船導入緊急支援事業（浜の担い手漁船リース緊急事業）（国）（関連項目：２）

の②、③） 
効率的な操業体制の確立支援事業（国）（関連項目：２）の③） 
水産業競争力強化緊急施設整備事業（国）（関連項目：１）の②、③） 
競争力強化型機器等導入緊急対策事業（国）（関連項目：２）の②、③） 
水産業競争力強化金融支援事業（国）（関連項目：２）の②、③） 
機能再編活性化支援事業（国）（関連項目：１）の②、③） 
産地水産業強化支援事業（国）（関連項目：１）の②、③） 
水産基盤整備事業（国）（関連項目：１）の②、③） 
水産物輸出倍増環境整備対策事業（国）（関連項目：１）の③） 
国産水産物流通促進事業（国）（関連項目：１）の③） 
漁業経営セーフティーネット構築事業（国）（関連項目：２）の③） 
漁業収入安定対策事業（積立ぷらす）（国）（関連項目：２）の①、③） 
新規漁業就業者総合支援事業（国）（関連項目：２）の①、③） 
水産多面的機能発揮対策と離島漁業の再生支援交付金（国）（関連項目：１）の①） 
水産業競争力強化漁港機能増進事業（国）（関連項目：１）の②） 

 



５年目（令和７年度）

取組内容 １）機能再編・地域活性化に関わる事項

①水産資源の維持・回復と持続的利用の推進

・各地区の水産多面的機能発揮対策活動組織は、藻場・干潟等の保全等に努め、漁場環境の改善

や小型魚の保護・育成等を図るとともに、三重県水産振興事業団や県漁連、県等を通じて活動組

織間の連携・情報交換を強化し、活動効果を向上させる。

・漁業者及び漁協等は、地先資源を対象とした資源管理計画の策定及びその措置の遵守に努め、

水産資源の維持及び増大を図るとともに、広域的な連携による自主管理を実践、継続する。

＜広域的な連携で実践、継続する資源管理の取組例＞

■伊勢湾海域・伊勢湾口海域における機船船びき網漁業の資源管理計画

■伊勢湾海域・伊勢湾口海域における小型機船底びき網漁業の資源管理計画

■伊勢湾口海域・熊野灘海域における中型まき網漁業の資源管理計画

■伊勢湾口海域・熊野灘海域における定置網漁業の資源管理計画

・定置網漁業者及び漁船漁業者は、クロマグロの適切な資源管理を実施するため、クロマグロの

入網が見られた際、混獲を回避するための取組を行う。

・「三重県アサリ協議会」（事務局：県漁連）は、県等と連携し、伊勢湾で大量発生した稚貝の有

効活用のための移殖放流等に努め、アサリ資源の回復・ 安定を図る。

・県漁連は、県内漁業者及び漁協等に対して研修会等を開催し、資源管理に関する周知・啓発や

密漁防止対策に努め、水産資源の維持及び増大を図る。

・県は、三重県栽培漁業基本計画に基づき、漁協や関係市町と連携し、効率的、効果的な栽培漁

業を推進する。

底びき網漁業対象種：クルマエビ、ガザミなど

一本釣・刺し網・延縄漁業等対象種：マダイ、ヒラメ、トラフグ、カサゴなど

②水産関係施設・機能の配置の最適化

・県及び漁協は、策定した実施計画に基づき、効率的・効果的に活用できる水産関係施設の整備

に着手する 。
③広域的な水産物流通機能の強化

・県及び漁協は、策定した実施計画に基づき、産地流通構造の改善に向けた産地市場の再編・整

備に着手する。

・県漁連は、「圏域総合水産基盤整備事業計画」における産地市場の再編検討に合わせて、出荷

に必要な施設・設備等の導入に着手する。

２）中核的担い手の育成に関わる事項

①中核的漁業者の育成・確保

・本再生委員会構成員は、「漁業の担い手人材育成・確保事業」や漁協等が行う漁師塾等の取組

と連携し、新規就業者の育成・確保を図る。

・雇用型漁業を営む中核的漁業者は、新規漁業就業者総合支援事業の長期研修等を活用して、雇

用の確保を図る。

・独立型漁業を営む中核的漁業者は、県漁連等と連携して、新規漁業就業者総合支援事業の長期

研修等を活用して、新規就業者の受入を図る。



②中核的漁業者等への支援 
・県漁連及び漁協は、競争力強化型機器等導入緊急対策事業の実施にあたっては、事業を要望す

る漁業者とともに、取組目標や取組内容等を策定し、漁業者の競争力の強化につながる機器の導

入を支援する。 
・本再生委員会は、基本方針に沿って中核的漁業者を認定し、三重県漁船リース事業協会と連携

して漁船リース事業の実施にかかる手続きを進め、認定された中核的漁業者は、関係機関と連携

して、水産業競争力強化漁船導入緊急支援事業による漁船リースを開始する。 
③漁業経営の健全化 
・県漁連等は、異常な事象や不慮の事故、燃油高騰等による漁業経営への影響緩和を図るため、

漁業者の漁業共済・積立ぷらすやセーフティーネット等への加入を推進する。 
・漁業者は、経営の安定化に関する研修会などに参加し、漁家経営の見直しを図る。 
・効率的な操業体制の確立支援を活用した漁業者や中核的漁業者は、船底状態の改善や統一的な

航行規制などに努め、漁業経費の節減を図る。 
・中核的漁業者は、県漁連及び漁協等による経営改善指導などを受け、漁業経営の安定化に努め

る。 
・ＩＴ、ＩＣＴなど、漁業の効率化・安定化に資する新しい技術について情報収集し、導入して

いくとともに、必要に応じて各研究機関や機器メーカーと連携し、新技術の開発に協力していく。 
活用する

支援措置

等 

広域浜プラン緊急対策事業（浜プラン実証調査）（国）（関連項目：１）の②、③） 
広域浜プラン緊急対策事業（クロマグロの混獲回避活動支援）（国）（関連項目：１）の①） 
水産業競争力強化漁船導入緊急支援事業（浜の担い手漁船リース緊急事業）（国）（関連項目：２）

の②、③） 
効率的な操業体制の確立支援事業（国）（関連項目：２）の③） 
水産業競争力強化緊急施設整備事業（国）（関連項目：１）の②、③） 
競争力強化型機器等導入緊急対策事業（国）（関連項目：２）の②、③） 
水産業競争力強化金融支援事業（国）（関連項目：２）の②、③） 
機能再編活性化支援事業（国）（関連項目：１）の②、③） 
産地水産業強化支援事業（国）（関連項目：１）の②、③） 
水産基盤整備事業（国）（関連項目：１）の②、③） 
水産物輸出倍増環境整備対策事業（国）（関連項目：１）の③） 
国産水産物流通促進事業（国）（関連項目：１）の③） 
漁業経営セーフティーネット構築事業（国）（関連項目：２）の③） 
漁業収入安定対策事業（積立ぷらす）（国）（関連項目：２）の①、③） 
新規漁業就業者総合支援事業（国）（関連項目：２）の①、③） 
水産多面的機能発揮対策と離島漁業の再生支援交付金（国）（関連項目：１）の①） 

 
（５）関係機関との連携 
・資源評価等を行う三重県水産研究所等と連携し、水産資源の増大・安定に努める。 
・一時的に減少した収入を補うため、漁業共済組合等と連携し、漁業共済やセーフティーネットへの加入を

促進することで、漁業経営の安定に努める。 



（６）他産業との連携

・県漁連の販売先（量販店等の小売業、飲食業等）との連携による消費拡大を推進する。

・地域加工業者等との連携（買い付けた天然魚の委託加工等）による消費拡大を推進する。

・観光業等との連携により、県産水産物をＰＲする仕組みづくりを構築することで消費拡大を推進する。

４ 成果目標

（１）成果目標の考え方

１）機能再編・地域活性化

機能再編・地域活性化にあたっては、持続的な水産業の実現に向けた資源管理が重要であることから、沿

岸水産資源の適切な管理に向けて、資源評価対象種を増やし適切な管理を行うことによる、資源評価対象種

の漁獲量割合の増加を成果指標とする。また、市場流通機能の効率的な流通体制の構築とそれに伴う県内水

産物の高付加価値化等をめざすことから、県内漁船漁業における漁業産出額を成果指標とする。

２）中核的担い手育成

中核的担い手の育成にあたっては、多様な担い手の確保及び育成に向け、水産業及び漁村を支え、活性化

させていく若い 45 歳未満の新規就業者を確保していく必要があるため、45 歳未満の新規就業者の数を成果

目標とする。

（２）成果目標

三重県の漁船漁業における漁業産出額 基準年 平成 29 年度： 29,096 （百万円） 

目標年 令和 7 年度： 29,182 （百万円） 

沿岸水産資源の資源評価対象種の漁獲量

に占める割合

基準年 平成 30 年度： 25.5 （％） 

目標年 令和 7 年度： 58.0 （％） 

若手新規漁業就業者数 基準年 令和元年度： 43 （人） 

目標年 令和 7 年度：   55 （人） 

（３）上記の算出方法及びその妥当性

①三重県の漁船漁業における漁業産出額

漁船漁業については、資源管理により現在の水準を維持しつつ 86 百万円産出額を増加させることを目標値

として設定した。

②沿岸水産資源の資源評価対象種の漁獲量に占める割合

水産資源の維持・増大に向けては、資源評価対象種を拡大し、科学的知見を踏まえた資源管理を実施して

いくことが重要であるため、沿岸水産資源における科学的知見に基づく資源評価の対象魚種を拡大するとと

もに、適切な管理を行うことで、資源評価対象種の漁獲量が沿岸水産資源漁獲量に占める割合を年間８％増

加させることを目標値として設定した。

③若手新規漁業就業者数

持続的生産が可能な水産業の確立にあたっては、バランスの取れた年齢構成となるよう、若い新規 漁業者



の確保・育成が重要である。このため、これまでの平均的な新規漁業就業者確保数（43 人）に加え、今後、

あらゆる取組を拡大していくことで毎年２名ずつ就業者数を上積みすることとして目標値を設定した。

５ 関連施策

  活用を予定している関連施策名とその内容及びプランとの関係性

事業名 事業内容及び浜の活力再生広域プランとの関係性

広域浜プラン緊急対策事業

（浜プラン実証調査）（国）

水産関係施設・機能の老朽化・利用状況等の実態調査及び産地市場の実態調

査および検討会

（関連項目：１）の②、③）

広域浜プラン緊急対策事業

（クロマグロの混獲回避活動

支援）（国）

定置網漁業者が取り組むクロマグロの混獲回避活動支援

（関連項目：１）の①）

水産業競争力強化漁船導入緊

急支援事業（浜の担い手漁船

リ ース緊急事業）（国）

中核的漁業者の代船取得支援による競争力強化

（関連項目：２）の②、③）

効率的な操業体制の確立支援

事業（国）

減速航行及び船底清掃等による効率的な操業体制の確立

（関連項目：２）の③）

水産業競争力強化緊急施設整

備事業（国）

水産関係施設及び産地市場の配置の最適化や必要施設の整備

（関連項目：１）の②、③）

競争力強化型機器等導入緊急

対策事業（国）

意欲ある漁業者の機関換装、漁業用機器の導入等による競争力強化 （関連項

目：２）の②、③）

水産業競争力強化金融支援事

業（国）

中核的漁業者、意欲ある漁業者が上記事業を導入する場合の融資支援 （関連

項目：２）の②、③）

機能再編活性化支援事業（国） 水産関係施設・機能の老朽化・利用状況等の実態調査及び産地市場の実態調

査及び検討

（関連項目：１）の②、③）

産地水産業強化支援事業（国） 生産、出荷、販売強化等に必要な施整備、再編

（関連項目：１）の②、③）

水産基盤整備事業（国） 漁港等の基盤施設に関して必要な施設整備を実施

（関連項目：１）の②、③）

水産物輸出倍増環境整備対策

事業（国）

輸出戦略展開のための機器整備

（関連項目：１）の③）

国産水産物流通促進事業（国） 高次加工等販売戦略上必要な機器整備等

（関連項目：１）の③）



漁業経営セーフティーネット

構築事業（国）

燃油高騰対策のためすべての経営体に活用をめざす。

（関連項目：２）の③）

漁業収入安定対策事業 （積立

ぷらす）（国）

水揚金額の変動に対する措置としてすべての経営体の活用をめざす。 （関連

項目：２）の①、③）

新規漁業就業者総合支援事業

（国）

新規就業者の育成・確保に活用

（関連項目：２）の①、③）

水産多面的機能発揮対策と離

島漁業の再生支援交付金（国） 
藻場や干潟などの漁場環境の保全活動の実施等に活用

（関連項目：１）の①）

水産業競争力強化漁港機能増

進事業（国）

水産関係施設の配置の最適化や必要施設の整備

（関連項目：１）の②）




